
 
 

今後の取組方針（案） 

 

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ０ 日 

ス ペ ー ス デ ブ リ に 関 す る 

関 係 府 省 等 タ ス ク フ ォ ー ス 

 

  本タスクフォースの今後の取組方針を以下のとおり定める。 

 

１．軌道利用に関する標準等の形成に向けた取組 

 宇宙交通管理のうち、軌道の設計、運用、退去その他の軌道利用のあり方について、我

が国として国際的な標準又は規範の形成を追求していくべき事項及びその内容並びにそ

の形成を主導していくための戦略をワーキンググループを中心に検討し、令和３年度中を

目処として、中長期的な取組方針を策定することを目指す。 

 

２．デブリ低減に関する我が国の主体的・先行的取組 

 スペースデブリに関し、関係省庁等は以下の措置に積極的に取り組む。 

(１) 政府衛星が運用終了後にデブリ化することを抑制するため、低軌道衛星について、

軌道を離脱させるか、軌道に残存すると予想される期間が２５年以内である軌道に移

動させることを定めた国際ルールの遵守に加え、可能な限り、運用終了後に衛星を制

御して、大気圏に突入するまでの期間を短縮させる。 

(２) 今後打上げを行う政府衛星に対して、技術の開発状況等に応じて、デブリ化等をよ

り確実に抑制するための対策を、あらかじめ最大限講じる。 

(３) デブリ除去の実現に向けて、ＪＡＸＡが令和４年度に計画している商業デブリ除去

関連技術実証の実施までに、前記１の検討の一環として、軌道上サービスを行うに当

たって共通に従うべき我が国としてのルールを検討する。 
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